
景気対応緊急保証制度と金融相談窓口についてのご案内 

 

１ 景気対応緊急保証制度と宮城県・仙台市制度融資について 

 平成２２年２月１５日，国の「明日の安心と成長のための緊急経済対策」に基づく中小企業金

融対策として，景気対応緊急保証制度が創設されました。平成２３年３月末までの間，原則全業

種の中小企業者が利用可能となります。 

 県では，この制度に呼応した制度融資資金である経営環境変化対策資金（いわゆるセーフティ

ネット資金）の融資枠を確保するとともに，信用保証料率の引下げを行うなど，中小企業者の皆

様の円滑な資金調達を支援しています。 

 また，仙台市には，この制度を利用した制度融資資金として経済変動対策資金があります。 

 

 制度融資資金のご利用については，各取扱金融機関（県，仙台市）までお問い合わせください。 

 

 

制度名 

 

全国統一保証制度 宮城県制度融資 仙台市制度融資 

景気対応緊急保証制度 

 

経営環境変化対策資金 

（県セーフティ） 

経済変動対策資金 

（仙台市セーフティ） 

対象者（※） 

 

国際的な金融不安等を契機とした現下の厳しい経済状況において，事業資金の

円滑な調達に支障を来している中小企業者で，市町村長の認定を受けた方 

保証（融資）限

度額 

２億８千万円 

（全てのセーフティ合算） 

８千万円 

 （全ての県セーフティ合算） 

５千万円 

（全ての仙台市セーフティ合算） 

保証割合 １００％保証（全部保証） 

資金使途 運転資金・設備資金 

保証（返済）期

間 

１０年以内 

 

１０年以内 

 

運転７年以内 

設備１２年以内 

据置期間 ２年以内 ２年以内 ２年以内 

返済方法 原則として均等分割返済 原則として月賦均等返済 原則として元金均等返済 

融資金利 金融機関所定 年率２．０５％（固定） 年率１．７０％（固定） 

信用保証料率 年率０．８０％ 年率０．６８％ 年率０．７０％ 

担保 必要に応じて 

保証人 原則として法人代表者以外不要 

必要書類 通常の申込書類のほか，中小企業信用保険法第２条第４条第５号に係る認定書 

取扱期間 平成２０年１０月３１日から平成２３年３月３１日まで 

 

※【対象者】 

 前年等と比べて売上高が減少していたり，価格転嫁ができていないなど，中小企業信用保険法

第２条第４項第５号の「特定中小企業者」として市町村長の認定を受けた中小企業者が対象とな

ります（※指定業種は，平成２２年２月１５日現在１，１１８業種）。 

 詳しくは，各市町村の商工担当課にお問い合わせください。 

 

２ 景気対応緊急保証制度の利用実績について 

 景気対応緊急保証制度の利用実績（取扱期間中の累計）は，平成２２年２月末現在，県信用保

証協会全体で８，６１８件，金額は約１，８１０億円となっています。 

 県セーフティネット資金については，平成２１年度の新規融資枠として８５０億円を確保して

おり，平成２１年４月から平成２２年２月までの１１か月間で約５４０億円のご利用があります。 

 

３ 中小企業金融相談窓口について 

 県では，景気対応緊急保証制度の取扱期間中，中小企業者の皆様からの金融相談に対応するた

め，商工経営支援課内に相談窓口を設置しています。 

 相談内容に応じて，県制度融資や日本政策金融公庫等の中小企業関連施策の説明や紹介などを

行っていますので，是非ご利用ください。 

  電話番号 ０２２－２１１－２７４４（平日のみ，午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

http://www.pref.miyagi.jp/syokeisi/shokinhan/syoukin1/panfu/annai.pdf
http://www.city.sendai.jp/keizai/syougyou/kinyu/ikuseiyuushi02.html

